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財団が担う今後の救急救命士教育等のあり方に関する検討会設置要綱 
 
 

              平成24年7月4日 財団法人救急振興財団 理事長決定      

（開催） 

第１条 財団法人救急振興財団（以下｢財団」という。）は、「財団が担う今後の救急

救命士教育等のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。）を開催する。 

（目的） 

第２条 救急救命士制度の創設以来20年を経過した現時点において、救急救命士の養

成を担う立場から、広く公務に従事する救急救命士の状況を視野に入れつつ、今後財

団において実施すべき教育･研修のあり方について必要な調査・検討を行い、提言す

ることにより、もって救急救命士等の質の向上を図ることを目的とする。 

（検討会の構成） 

第３条 検討会は、15名以内の構成員をもって構成する。 

２ 検討会の構成員は、国、財団設立発起人、救急医療関係の学識経験者及び消防関係

者のうちから、財団理事長が委嘱する。 

（検討会の運営） 

第４条 検討会に、座長を置く。座長は、構成員の互選によって選出する。 

２ 座長は検討会の会務を総括する。 

３ 座長に事故ある時は、座長が指定した構成員がその職務を代行する。 

４ 検討会には、構成員の代理者の出席を認める。 

（構成員の任期） 

第５条 構成員の任期は、平成25年3月31日までとするが、その延長を妨げないもの

とする。 

（庶務） 

第６条 検討会の庶務は、東京研修所において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、座長が定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24 年 7 月 5 日から施行する。 
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はじめに ～本検討会設置の趣旨及び検討状況～ 
救急救命士制度が創設されて以来 20 年以上が経過し、救急の現場においては、2 万 2 千

人余りの救急救命士が活躍しております。また、救急の出動件数は年間で 570 万件を越え、

プレホスピタルにおける救急救命士に期待される役割はますます増大しているといえます。そ

れに対応して、救急救命士一人一人のスキルアップ等の“救急の質の確保”が課題として浮

かび上がって参りました。特に、平成 21 年度の消防法の改正や救急救命士の処置範囲の拡

大の動きに伴い、救急救命士には、従来以上に、高度な観察と判断等が求められるに至って

おります。 
このような状況を踏まえ、救急救命士に対する再教育、生涯教育の必要性が声高に主張さ

れてきました。しかしながら、地域の実情、すなわち財政的な問題や人員体制のやりくりの困

難さなどの要因により、一部の消防本部を除き、必ずしも十分な対応はとられていないと一般

的に言われております。さらに、教育等を担うべき各地域のメディカルコントロール協議会の活

動状況も一様ではなく、全国一律に論じるには困難であるとも指摘されております。 
財団法人救急振興財団においては、制度創設以来、充実したスタッフ及び施設の下で、数

多くの救急救命士を養成して参りました。東京及び九州に所在する二つの研修所は、救急に

関する教育においてきわめて貴重な社会的資産と考えられ、これを今後もいかに有効活用し

ていくかが、社会全体に対する財団としての責務と考えられます。 
本検討会は、救急救命士に従来以上に高いレベルの対応が求められるようになってきたこ

とを踏まえ、財団が今後どのような教育･研修を行っていくべきか、教育･研修のあり方等につ

いて一定の方向付けを行うことを目的として、平成 24 年 7 月に設置されました。 
現場におけるニーズを踏まえつつ、多方面から検討するため、財団からの呼びかけに応じ

て、①救急医療関係者（学識経験者）、②消防本部、③財団設立時の発起人関係者、④国の

関係省庁（総務省消防庁及び厚生労働省）が検討会の構成メンバーとなっております。検討

会は、平成 24 年 7 月 17 日、12 月 6 日及び平成 25 年 2 月 20 日の合計３回にわたって開

催され、この中間報告をまとめました。 
本中間報告が、財団における今後の教育･研修に反映され、地域の救急体制の一層の振

興に資することを強く望みます。 
 
 

平成 25 年 2 月 
 

財団が担う今後の救急救命士教育等のあり方に関する検討会 
座長 山本 保博  
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Ⅰ 検討の背景 
１ 救急振興財団の設立の理念 

救急振興財団（以下「財団」という。）における教育・研修のあり方を論ずる前提として、平

成 3 年の救急救命士法の成立と相前後して設立された財団の理念をまず確認しておく。そ

の設立趣意書においては、次のように述べられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救急救命士を養成するための教育･研修については、本来は都道府県の消防学校等で

対応すべきものであるところ、①教育･研修の高度・専門性、②医療関係者の講師の確保、

③教育･研修の効率性を勘案し、新たな教育体制として、全ての都道府県が出捐して財団

法人の設立に至ったものである。また、これを受け、財団法人の寄附行為においては、財団

の目的、事業について、「高度な教育訓練」と規定しているところである。 
 財団では、「高度な教育訓練」として、救急救命士の新規養成を基幹事業と位置づけ、設

立当初から実施してきたが、これに加えて平成 18 年度からは、薬剤投与の追加講習を本

格的に実施してきたところである。いずれの事業も、①教育･研修の高度･専門性、②医療関

係者の講師の確保、③社会全体で見た場合の教育･研修の効率性という観点を勘案し、財

団が実施することより、できる限り早期に全国的に十分な数の救急救命士を育成しようとい

う趣旨であったと考えられている。 
このような経緯を踏まえれば、財団が実施すべき事業の性格として、全国の消防学校等

において容易に実施できる教育･研修については、その対象とすべきではないことはおのず

から明らかである。財団が実施すべき教育･研修とは、少なくとも、その内容が高度･専門的

であるか、又は財団で実施することで効率性が高い等といった条件を満たす必要があると

考えられる。 
  

（前略）国においては、救急隊員の行う応急処置の範囲の拡大を図ることとしており、このうち心

肺停止状態に陥った傷病者に対する高度な応急処置については、救急隊員が新たに制定され

る国家資格を取得したうえで実施することとなります。今回の応急処置の範囲の拡大に対応した

教育訓練については、基本的には各都道府県等の消防学校において行う必要がありますが、

新たな国家資格制度に対応した教育訓練については、その内容が高度かつ専門的なものであ

ること等にかんがみ、各消防学校においては、必ずしも十分な対応が図られない面があることか

ら、全国の救急隊員を対象とする新たな教育訓練体制を早急に確立する必要があります。 

 このような要請に応えるため、救急隊員の行う応急処置の範囲の拡大に伴い必要となる高度

かつ専門的な教育訓練を実施するとともに、併せて救急業務及び救急隊員に対する教育訓練

に関する調査研究等救急現場及び傷病者の搬送途上の応急処置の充実強化の推進に資する

ための調査研究、地方公共団体が行う住民に対する応急手当の普及啓発の支援を行う財団法

人救急振興財団を都道府県の共同で設立し、もって救急体制の一層の振興を図り、社会公共

の福祉の増進に寄与しようとするものであります。 
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２ 救急救命士の養成をめぐる情勢 
(1) 救急救命士の養成数 

日本全国で適切な救急サービスを実施するために救急救命士が何名必要なのかについ

て、これまで論じたものはなく、必ずしも明らかではない。法令上は、消防力の整備指針（平

成 12 年消防庁告示第 1 号）第 30 条において、救急自動車に搭乗する救急隊員 3 名のう

ち、少なくとも一名は救急救命士の免許を受けた者であることが規定されている。 
平成 4 年の第一回国家試験以来、累計 35 回の国家試験を経て、推定で救急救命士の

免許登録人は４万人以上となった。平成 24 年 4 月 1 日現在において、救急隊員 59,847 名

のうち救急救命士の有資格者は、22,930 名（うち運用救命士（救急隊員として救急業務に

従事している救急救命士資格者のうち、救急救命士として活動している者）は 22,118 名）で

ある。割合にすると、全救急隊員のうち、38.3％が救急救命士の資格を有し、また、全救急

隊のうち救急救命士が従事する救命士運用隊数の割合は 95.9％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人）

運用救急救命士（※）

平成１１年 6,757 44.8%

平成１２年 8,016 51.2%

平成１３年 9,461 56.8%

平成１４年 10,823 62.8%

平成１５年 12,152 67.6%

平成１６年 13,505 73.0%

平成１７年 14,996 78.2%

平成１８年 16,468 82.4%

平成１９年 17,218 86.3%

平成２０年 18,336 88.5%

平成２１年 19,368 91.0%

平成２２年 20,383 93.1%

平成２３年 21,268 94.3%

 「運用救急救命士」とは、救急隊員として救急業務に従事している
救急救命士資格者のうち、救急救命士として活動している者

（※）

13,728

15,303

17,091

18,866

20,068

95.9%

〔 出典：厚労省資料、平成24年版救急・救助の現況（消防庁） 〕

（注） 各年４月１日現在の数値、免許登録者は各年３月３１日現在

救急救命士を
運用している
救急隊の割合

27,365

29,685

31,440

33,503 21,840

23,386

24,869

26,533

免許登録者

15,313

17,116

19,142

12,068

表１. 救急救命士の運用状況

救急救命士の資格を有する消防職員

平成２４年

35,524

37,580

39,703

22,118

9,027

10,497

7,523

21,131

23,123

25,157

2



 

財団においては、設立以来 20 年間で、救急救命東京研修所（以下「東京研修所」という。）

で約 1 万人、救急救命九州研修所（以下「九州研修所」という。）で約 6 千人の合計 1 万 6
千人程度の救急救命士を養成し、救急体制の充実に大きく貢献してきた。全国的に十分な

数の救急救命士を育成し、救急体制の一層の振興を図るという財団設立当初の意図は着

実に達成しつつあると考えられる。  
 

(2) 民間養成校の増加 
救急救命士制度が創設された当初は、救急救命士の資格を取得するのは主として現役

の消防職員と看護師で、消防職員に対する教育を担ったのが、財団と一部の都道府県の

消防学校及び政令指定都市の救急救命士養成所であった。その後、大学や専修学校等

（いわゆる専門学校）などの民間養成校が、学生を対象とした救急救命士の資格を取得す

るための教育を展開しており、平成 24 年 2 月現在で、9 大学 10 学部と 25 の専門学校で

救急救命士の養成を行っている1。 
これらの民間養成校出身者のうち、実際に消防職員として採用されるのは、毎年 600～

700 名程度である。財団や政令指定都市の養成所等の消防関係養成機関の教育･研修を

経て国家試験に合格しているのが概ね毎年 1,100 名程度であることから、全国の消防本部

における救急救命士の新規資格取得者数の 4 割近くが民間養成校出身者となっている。ち

なみに、財政基盤の弱い小規模な消防本部ほど、民間養成校出身者を即戦力として採用

する割合が高い傾向にある。 
 
 

３ 財団における研修の状況 
(1) 新規養成課程 

平成 24 年度現在、財団における救急

救命士の新規養成課程の定員は、東京

研修所において年２回各期 300 名、九州

研修所において年 1 回 200 名で、合計で

年間 800 名（研修日数 126 日間）の養成

を行っている。 
実際の研修期間は、各期 7 ヶ月近くに

及び、東京研修所においては、年間のう

ち約1月間は前期と後期の研修生が並行

して研修を行っている。 
また、近年、東京研修所の前期を中心

に応募者が少ない年が見られ、平成 20
年度以降財団全体で年間あたり 25 名～

80 名程度の欠員となっている。 
 

                                                  
1 一般社団法人 全国救急救命士教育施設協議会の会員である大学・専門学校 http://kyuumeisi.jp/ 

前期
300名

後期
300名

H18 799 300 300 199

H19 796 299 299 198

H20 775 279 297 199

H21 731 239 296 196

H22 734 235 299 200

H23 721 231 291 199

H24 759 262 299 198

H25
（見込み）

795 297 298 200

表２．新規養成課程の受講者数

年度 財団計

東京研修所 九州
研修所

200名
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(2) 薬剤投与の追加講習 
救急救命士の処置範囲にエピネフリンの投与が追加されたことに伴い、九州研修所にお

いて、薬剤投与の追加講習を平成 18 年度から本格的に実施してきた。平成 24 年度におい

ては、3 期各 200 名の定数（研修日数 32 日間）で年間 600 名の研修を行っている。 
薬剤投与の追加講習の実施に係る目標を概ね達成したため、平成 25 年度で、事業を終

了する予定である。 
 
(3) 財団における教育･研修の強み 

民間養成校や他の消防関係養成機関と比較した場合、財団には、研修機関として、次の

ような優位性がある。 
① 専任教授･教官等の強力なスタッフ 

財団においては、東京研修所及び九州研修所併せて 16 名の専任教授が所属しており、

また、教官として、東京消防庁及び政令指定都市の消防本部から 30 名余りの現役職員

が派遣されてきている。これらの専任スタッフにより、医学教育・消防現場に対応した教育

に隙無く対応できる体制となっている。 
② 研修専用の充実した施設及び資機材 

財団の建物は、東京都八王子市及び福岡県北九州市に、研修に特化した施設として

平成 5 年から平成 10 年にかけて建築されたものであり、東京は 330 名、九州は 205 名

の宿泊施設を併設している。また、高度なシミュレータを初めとする訓練用資機材等も充

実しており、生活環境を含め、研修環境としては他に追随を許さない施設である。 
③ 全国から集う研修生 

1 期あたり 200 名ないし 300 名で実施される研修には、原則的に日本全国の消防本部

から参加してきている。同じ救急に従事する者として、卒業後も人的ネットワークを形成し、

事後の職務においても大いに役立っているものと考えられる。 
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４ 救急救命士の処置範囲の拡大等 
(1) 処置範囲の拡大 

救急救命士が行う救急救命処置の範囲は、厚生労働省の通知等により定められている

が、メディカルコントロール（以下「ＭＣ」という。）体制の充実･強化に伴って、その範囲は

徐々に拡大してきている。具体的には、平成 16 年に気管内チューブによる気道確保（気管

挿管）、平成 18 年にアドレナリン（エピネフリン）の投与が心肺停止傷病者に対する特定行

為として可能になった。平成 24 年度においても、1) 血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ

糖溶液の投与、2) 重症喘息患者に対する吸入 β 刺激薬の使用、3) 心肺機能停止前の静

脈路確保と輸液の実施の 3 行為について、処置範囲を拡大するかどうか、厚生労働省にお

いて検討が進められている。 

 
(2) 消防と医療の連携の推進（平成 21 年の消防法の改正） 

搬送先医療機関が速やかに決まらない事案の発生や救急隊の現場到着から傷病者の

病院収容までの時間が延びてきた状況を踏まえて、救急搬送･受け入れについての基準を

設けるなどを内容とする消防法の改正が平成 21 年度に行われた。 
この法律改正により、現場の救急救命士は、①傷病者の状況を緊急性、専門性及び特

殊性の観点から観察した結果をもとに、②具体的な搬送先医療機関を選定し、③受入医療

機関に対して傷病者の状況を伝達する際に、「観察基準」、「選定基準」、「伝達基準」等の

「基準」に従った適切な対応が求められるようになった。 

・ 精神科領域の処置

・ 小児科領域の処置

・ 産婦人科領域の処置

平成3年8月

・ 口腔内の吸引

・ 経口エアウェイによる気道確保

・ バッグマスクによる人工呼吸

・ 経鼻エアウェイによる気道確 ・ 酸素吸入器による酸素投与

平成15年4月 ・

平成18年4月 ・ エピネフリンの投与【追加】

平成21年3月 ・

表３. 救急救命士の処置範囲の拡大の経緯

鉗子・吸引器による咽頭・声
門上部の異物の除去

救急救命士法
施行

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）による除細動【追加】

医師の具体的な指示で行うもの
【特定行為】

医師の包括的な指示で行うもの

乳酸リンゲル液を用いた静脈
路確保のための輸液

・

○ 心肺機能停止状態の患者に
対してのみ行う

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用
いた気管挿管【追加】

・

・

・

平成23年8月

平成16年7月
・

自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与【追加】

気管内チューブによる気道確
保（気管挿管）【追加】

・

・

・

パルスオキシメーターによる血中
酸素飽和度の測定

・

ショックパンツの使用による血圧
の保持及び下肢の固定

・

自動式心マッサージ器の使用によ
る胸骨圧迫心マッサージの施行

・

・

ラリンゲアルマスク等の器具
による気道確保

半自動式除細動器による除細
動（→平成15年まで）

○ 重度傷病者（心肺機能停止状態の患者も含む。）に対して行う

聴診器の使用による心音・呼
吸音の聴取

血圧計の使用による血圧の測
定

心電計の使用による心拍動の
観察及び心電図電送

・ 特定在宅療法継続中の傷病者の処
置の維持

追加講習： 62時限の講習 ＋ 病院実習 成功症例30例以上

追加講習：7時限の講習 ＋ 病院実習成功症例2～5例以上

追加講習：110時限の講習 ＋ 実習110時限（院内50時限（10症例））以上
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(3) 救急救命士に対する教育の観点から見た課題 
救急救命士の処置範囲の拡大や消防法の改正等に伴い、近時の救急救命士には、観

察し、自らの頭で考えて判断し、そしてその情報を適切に伝達することが要求されている。

特に、現在検討中の処置範囲の拡大は、心肺機能停止前の傷病者を対象とするものであ

り、これまで以上に高度な観察及び判断等が求められることになる。 
これらの要請に対応できるよう、救急の質を確保するためには、資格取得後の救急救命

士の教育･研修のあり方が大きな課題となる。 
 
 

５ 資格取得後の救急救命士に対する教育の現状 
資格取得後の救急救命士に対しては、地域ＭＣ協議会の関与のもと、各消防本部におい

て 2 年間で 128 時間（うち病院実習が最低 48 時間）以上の再教育を行うことがルール化さ

れている。平成 24 年度の救急業務のあり方に関する検討会（消防庁）では、その経緯等に

ついて次のように総括している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
なお、資格取得後の教育の具体的な内容としては、①資格取得時に獲得した知識及び

手技の再確認、②知識・技術等がその後変化したことに対応するリバイス（心肺蘇生に係る

ガイドラインの変更や処置範囲の拡大等）、③救急救命士としての現場体験に基づく知識の

再体系化等の多岐にわたると考えられる。従来の消防庁の通知等においては、「再教育」と

記述されているが、「再教育」＝「同じ内容を繰り返し学ぶ」というニュアンスから、①のみを

意味するとの誤解を招きかねないので、「一つずつ教育を積み重ねる（ステップ・バイ・ステッ

プ）」というニュアンスを込め、この報告書では、「救急救命士の生涯教育」とする。

イ．救急救命士の再教育の現状等 

このような中、平成 3 年の救急救命士制度創設以来、その質を担保し維持向上を図っていく

ため、救急救命士の再教育のあり方について、様々な検討が進められてきた。 

救急救命士の再教育については、平成 12 年度の「救急業務高度化推進委員会」において、

救急救命士等を指導する消防機関の指導者の必要性、役割等について示されるとともに、同年の

「救急業務の高度化の推進について」において、救急救命士の再教育に係る病院実習時間を 2 年

で 128 時間以上とするなど、救急救命士再教育についての具体的な研修期間等が通知により示

された。 

また、その後のＭＣ体制の構築とともに、救急救命士の再教育についても地域のＭＣ協議会が

担うところが大となり、平成 19 年度「救急高度化推進委員会」において、ＭＣ体制下におけ

る日常教育を含む救急救命士の再教育のあり方について検討が進められた。 

この検討を受け、平成 20 年に「救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育について」と

して、救急救命士の再教育については 2 年で 128 時間、このうち病院実習については最低 48 

時間程度を充てるとした通知が発出され、病院実習以外の 80 時間については症例検討会やシ

ナリオトレーニングなど日常的な教育により実施するものとし、また、合わせて救急救命士の再

教育に係る病院実習の手引きを策定し、効果的、効率的な病院実習のための具体的な方策等が示

された。 

さらに、再教育の対象とすべき項目として、循環虚脱や呼吸不全の 2 病態と、急性冠症候群 、

脳卒中、重症喘息など 10 疾患について、少なくとも再教育の対象とすべきとした。 

現在、救急救命士の再教育については上記に基づき、地域ＭＣ協議会の関与の下、各消防本部で

実施されているところである。 
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Ⅱ 具体的な検討 
Ⅰで述べた諸事情を踏まえて、以下では、今後財団において実施すべき教育･研修のあり

方について、具体的な検討を行う。 
 

１ 救急救命士の新規養成に係る今後のあり方 
(1) 新規養成課程の現状と課題 

年間 800 名の新規養成に係る教育･研修は、財団の基幹的事業であるが、近年、養成定

数と応募状況に若干の乖離が生じているのは前述のとおりである。消防職員になってから

救急救命士を目指す職員が絶えることは考えにくい。したがって、実務経験を前提として、

半年余りの研修により国家試験の受験資格を得ることができる当財団のニーズは将来的に

も根強いとは考えられるが、必要とされる規模は不透明である。中長期的には、応募状況

＝養成需要の減少に応じて、どのように養成規模を見直していくのかが、最大の懸案と考え

られる。 
 
(2) 今後の方向性 

本検討会において実施したアンケート調

査によれば、平成 28 年度頃までは、少なくと

も 700 名程度の派遣は期待できる状況にあ

る。なお、平成 27 年度以降「未定」と回答し

ている消防本部も多数有り、さらなる底上げ

が期待される。 
したがって、当面は、800 名体制を維持し

つつ、仮に定員を大幅に下回わることになれ

ば、クラス編成やカリキュラムの運用をより

効率的に見直すことが可能となるので、派遣

希望人数が 700 名を下回った時点において、効率的に教育･研修を実施するため、養成規

模及び両研修所への割り振りの見直しを検討すべきである。 
 

 
２ 資格取得後の救急救命士に対する教育･研修 
(1) 資格取得後の教育の課題 

Ⅰ５で述べたとおり、資格取得後の救急救命士に対する教育については、地域ＭＣ協議

会の関与のもと、各消防本部において 2 年間で 128 時間（うち病院実習が最低 48 時間）以

上の再教育を行うことがルール化されている。 
しかしながら、各地のＭＣ協議会に委ねられた資格取得後の教育について現状を眺める

と、地域ごとに格差が生じ、また、多くの地域では教育の内容や教育体制の点で十分とはい

えないとの指摘がなされている。救急救命士に対する気管挿管教育についての研究2や救

                                                  
2 「メディカルコントロールの地域格差に関する研究」（平成 22 年 3 月 救急振興財団）P.59～  

726 人 341 人

772 人 357 人

792 人 343 人

763 人 319 人

705 人 282 人

694 人 257 人

666 人 255 人

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

表４．今後の派遣予定人数

年度
救急振興
財団派遣

その他養
成所派遣

平成２３年度（実績）

平成２４年度（入校）
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急隊員への教育の状況について調査した国の報告書3において、「カリキュラムが定められ

ていない」、「費用負担が大きい」、「時間がない」、「人員（代替要員）確保ができない」など

が具体的な課題として挙げられている。 
 
(2) 関連する国の検討 
 ① 指導的立場の救急救命士の養成（総務省消防庁） 

平成 24 年度の救急業務のあり方に関する検討会においては、救急救命士の資格を有

する職員の教育のあり方を検討項目の一つに掲げる。具体的対応策として、救急救命

士・隊長として現場活動を通じて培った医学的知識・現場経験を踏まえて、救急活動全般

を指導する「指導的立場の救急救命士」について検討している。 
すなわち、指導的立場の救急救命士の a)必要性、b）役割、c）求められる像、d）要件等、

e）養成 等について議論しており、平成 25 年度以降は、全国的な研修機関などにおける

「集合研修課程」といったものの創設を含め、養成に必要な全国共通なカリキュラムの策

定を検討していく予定である。 
 ② 処置範囲の拡大（厚生労働省） 

平成 24 年度においては、Ⅰ４(1) で述べた 3 行為について拡大すべきかどうか、39Ｍ

Ｃ協議会（129 消防本部）において実証研究が行われている。近々、救急救命士の業務

のあり方等に関する検討会（厚生労働省、座長 島崎修次 日本救急医療財団理事長）に

おいて、一定の方向付けがなされる見込みである。 
 
(3) 財団として検討すべき具体的な教育･研修（案） 

資格取得後の救急救命士に対する教育の現状を考慮すれば、財団が救急救命士の生

涯教育の一翼を担う社会的要請は高い。そこで、国における検討を参考にしつつ、財団の

強みを活かして今後展開すべき教育・研修として、例えば次のようなものが考えられる。 
 

① 地域ＭＣ協議会の再教育を補完し、より高度なものとするハイレベル教育4 
a) 背景及びねらい 

財団の九州研修所における「薬剤投与の追加講習」においては、エピネフリンの投

与のために直接的に必要となる知識等の教育のほか、薬剤投与に関連する①処置

手技及び観察手技等の再確認、②病態理解、③観察や処置の順位付け等について

の教育･研修を併せて実施。研修受講後アンケート調査を行ったところ、 
・ 地域ＭＣによる再教育以外に、全国統一的な内容での再研修が必要 
・ 追加講習と同様のカリキュラム（実技中心）による財団研修の実施を期待 
・ 研修サイクルとしては 5 年～10 年ごと 
・ 研修期間は、2 週間～3 週間（費用･人員の問題） 

との回答が寄せられた。 
このような現場の救急救命士の意見や、地域 MC での資格取得後の教育の現状

                                                  
3 平成 22 年度 救急業務高度化推進検討会 報告書（平成 23 年 3 月 総務省）第 4 章 P.78～79 
4 地域ＭＣ協議会における再教育を補完し、より高度なものとするハイレベル教育の理念や詳細な内容に

ついては、「参考資料 2 救急救命士の再教育について －その必要性とあり方－」を参照されたい。 
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を踏まえ、救急救命士が求める教育内容を十分に実施することが困難な地域から要

請を受け、地域の再教育の一部を補完するハイレベルな教育・研修を実施する社会

的意義は大きいと考えられる。 
b) 実施する教育･研修の概要 
○ 想定する研修期間：5 週間程度 
○ 「基本的技術の再確認」（講義+実習）、「病態理解」（講義＋シミュレーション）、「チ

ーム活動を伴う救急活動」（机上訓練）。具体的カリキュラム（案）は、表５参照。 
○ １期あたり 100 名ないし 200 名程度を想定。 

講義 実習 ｼﾅﾘｵ

① 心肺蘇生法

② 静脈確保手技

③ 薬剤投与手技

④ 器具を用いた気道確保手技

⑤ 異物除去 咽頭確認

⑥ 搬送法・体位管理

⑦ 安全・清潔管理

⑧ 外傷対応（胸郭動揺の固定、

 三点固定、車外救出法等

⑨ 分娩介助

⑩ 小児対応

① 意識障害

② 胸痛

③ 頭痛

④ 腹痛

⑤ 呼吸困難

⑥ ショック

⑦ 外傷

⑧ 産科

⑨ 小児科

① ＣＰＡでの社会復帰例

② うまくいった症例

③ 失敗した症例

④ 疑問に思った症例

① 糖尿病の病態と治療

（② 気管支喘息の病態と治療）

③ 各種ショックの病態と治療

６ 拡大処置の効果測定 ペーパーテストと実習 1

① 心電図を読むポイント

② 危険な心電図について

① 活動記録票の重要性と書き方

② 症例報告の書き方

③ 論文の読み方

① 裁判事例の講義

② 日常活動での法的解釈

合 計 54 101 45 200

日常活動の問題点を抽出し、内省す
る力を養う。

自隊以外の隊と連携する事案を想定
し、円滑かつ迅速に活動を行えるよ
うにする。

救急活動における法的解釈について
学ぶ。

救急救命士の立場からＭＣ体制を考
える。

患者及び家族との円滑で良好なコミ
ニュケーションスキルを身に つけ
る。特定行為指示要請及び搬送先病
院への情報伝達のスキルを上げる。

① 自己の経験をシナリオ化
② 活動記録票の事例をシナリオ

 化

① 救助活動を伴う救急活動
② 大規模災害対応

① 対応
② 家族対応
③ 病院への情報伝達
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シミュレーション

チーム連携を伴う救急
活動

接遇・伝達

講義とシミュレーション

講義と実技

８

９

１０

１１

講義と実習 63記録の書き方
公的記録の書き方、学会発表原稿の
書き方を学ぶ。医学論文の検索の仕
方、読み方を学ぶ。

61講義とシナリオ化の実習

2

9
講義と実技（血糖値測定の
実習）、シナリオ

４ 症例検討 実際の症例を通し経験値を高める。
症例を各々持ち寄り提示、
ディスカッション

５ 拡大処置 拡大処置に関する講義 8 3

オリエンテーション 講義 1

７

救急救命士の社会的役割を理解し、
目標とする救急救命士像を描く。

２ 技術の再確認
基本技術を再確認し、最新ガイドラ
インで採用されている理論を学び、
理論に基づきマネージメントする。

最新ガイドラインに基づく
講義、実技

10 36

１３

ＭＣ体制構築

救急活動における法的
解釈

ＭＣ体制と消防法改正

単位数
項   目 目         標 内       容

１

心電図 心電図について学び直す。 講義と実技

講義

講義 4

2

2

6

表５. 教育カリキュラム（案） （５週間）

学習方法

１２

2

病態理解３ 18 18 24
病態別に講義、症例検討、
シミュレーション

現場活動において重要度の高い病態
について、適切な観察を行い、緊急
度・重症度を判断、継続観察・処置
の順位付けを行う。

24
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c) 実施上の課題 
○ 救急救命士個々人のニーズはきわめて高いので、様々な機会を通じて首長や消防

本部に対して、地域 MC における再教育を補完するこのような研修が、住民の生命

を守るために不可欠であるとの理解を粘り強く求めていく必要がある。 
○ 予算のほか、研修期間中の代替要員の確保も大きな課題であるが、このハードル

を低くするため、研修期間短縮の要請は高い。これに対し、教育現場からは研修効

果の観点から最低 5 週間程度は必要との認識であり、今後、研修期間の短縮化に向

けての検討が必要である。 
 
② 指導的立場の救急救命士の養成 

a) 背景及びねらい 
指導的立場の救急救命士については、千葉市や福岡市をはじめ、いくつかの先進

的な消防本部では、既に独自に取組が開始されている。今後、消防庁での議論、報

告書を契機として、全国的に広がる可能性が高く、財団において集合研修を実施する。

研修内容としては、①の教育カリキュラムをベースに、コーチングやコミュニケーション

の理論といった「指導方法（指導技法）」の要素を加味したものが考えられる。 
b) 実施する教育･研修の概要 
○ 想定する研修期間：6 週間程度 
○ １期あたり 100 名ないし 200 名程度を想定。 

c) 実施上の課題 
○ 全国的に標準となる教育内容について、現段階では流動的。 

平成 25 年度に消防庁において、「全国共通の研修カリキュラム」や、国や全国的な

研修機関などにおける「集合研修課程の創設」について、消防大学校や財団等の研

修機関を交えて検討する方向なので、財団として適切な対応が必要。 
 
③ 処置範囲の拡大に係る追加講習 

a) 背景及びねらい 
厚生労働省で議論されている処置範囲の拡大への対応を含め、従前の薬剤投与

の追加講習と同様に、財団において、集合的な教育･研修を行う。 
b) 実施する教育･研修の概要 
○ 想定する研修期間：3 週間以内 
○「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施」等のために直接必要な知識等の教

育のみならず、関連する①処置手技及び観察手技等の再確認、②ショック等の病態

理解、③観察や処置の順位付け（シミュレーション）等を実施。 
○ 心肺停止前の処置であることが、従前とは大きく異なることから、関連する教育･研

修を手厚く実施。 
c) 実施上の課題 
○ 今回検討されている処置範囲の拡大が正式に決定されたとしても、全国一律ではな

く、各地域ＭＣ協議会が選択的に実施するものなので、その広がりは不透明。 
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○ 厚生労働省から示されている追加講習の時間数は、薬剤投与の追加講習の 220
時限と比較すると 22 時限と少ないことから、各都道府県の消防学校などで独自に実

施する可能性も高い（表 6 参照）。各消防学校の動向についてアンケート調査を行う

など、各地の実情を把握する必要がある。 

 

④ 救急救命士心肺停止前トレーニング（Paramedic Orbital Training POT）5 
a) 背景及びねらい 

今回検討されている処置範囲の拡大を契機に、シミュレータを活用して、心肺機能

停止前における特定行為の可否を判断するために必要な理学所見を中心に、心肺

機能停止を予防するための応急処置・医療行為に焦点を当てた集合研修（講義＋シ

ュミレーション）を実施する。将来的には、教育手法、機器設備を簡略化し、また、必

要なテキスト等を公開することにより、一定の訓練を受けた救急救命士による各地域

での自発的な講習会の開催も期待できる。 
b) 実施する教育･研修の概要 
○ 研修は、40 種類程度の疾患（外傷関係は、ＪＰＴＥＣにより教育が確立しているため

除外）で構成。疾患ごとに主要テーマ設定。 
                                                  
5 救急救命士心肺停止前トレーニングの詳細な内容については、「参考資料 3 救急救命士 心肺停止前

（特定行為前）トレーニング」を参照されたい。

① ② ④

追加講習 １１０時限

規定せず 規定せず

〔 出典：厚労省資料をもとに一部加工 〕

表６．救急救命士が行う処置範囲の拡大の経緯

気管挿管

規定せず

５０時限

処置の対象
心肺停止後

（心臓機能停止）

平成16年7月1日

平成16年3月23日

６２時限

平成18年4月1日

平成17年3月10日

合計 ６２時限＋α

規定せず

③

平成21年3月2日

規定せず

６０時限

⑤

心肺停止前

規定せず

平成23年8月1日

処置を行う
救急救命士

追加講習・実習を
修了し、都道府県
ＭＣ協議会が認証
した者

追加講習・実習
を修了し、都道
府県ＭＣ協議会
が認証した者

処置の
開始時期

追加講習の
通知時期

２２０時限

新しい処置 薬剤投与
（アドレナリン）

エピペンの使用

追加実習
（病院実習）

３０例以上の成
功症例を満たす
まで

１時限＝５０分

原則５例以上の
成功症例を満た
すまで

２２時限

ビデオ硬性挿管
用喉頭鏡の使用
（①に追加するもの）

実証研究
教育カリキュラム

（３処置合計）

心肺停止後
（心臓機能停止

かつ
呼吸機能停止）

心肺停止前
（ 医師により予め、
本人が使用するた
めのエピペンが処方
されて おり、かつ、
本人自らによる使用
が困難な場合）

心肺停止後
（心臓機能停止

かつ
呼吸機能停止）

①を満たし、追加
の講習・実習を修
了し、都道府県Ｍ
Ｃ協議会が認証し
た者

②を満たし、追加
の講習・実習を修
了し、地域ＭＣ協
議会が認証した者

１０時限

１２単位

７時限＋α

７時限
追加実習

（シミュレーション）

規定せず
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○ 研修生による初回シミュレーション→講義→再シミュレーション（振り返り）→ディスカ

ッションを一連の流れ。 
○ 疾患全てを学ぶ集中研修は 2 週間程度。研修生の要望の高い症例をアレンジした

出前講座的な研修を想定（10 症例、2 日程度）。 
○ 出前講座の場合、必要となる経費は、会場費、講師･教官の出張旅費及びシミュレ

ータ等のレンタル･輸送経費。 
○ 講師一人あたり 10 人程度の研修生を想定。 

c) 実施上の課題等 
○ 従前からのノウハウの蓄積が少ない教育方法であり、当面試行を繰り返すことによ

り、効率的な教育手法を確立する必要がある。 
 
⑤ 救急救命士に対する長期研修 

a) 教育･研修を行う背景及びねらい 
現在、財団において実施されている教育･研修では、現場活動に必要な知識・技能を

効率的に学習することに主眼が置かれているのに対し、将来的には、より高い専門知

識を有する救急救命士を育成するためのステップが必要であると考えられる。そこで、

関連する医学的知識の深い理解、ウツタインデータをはじめとする各種統計の読解力、

学会や全国救急隊員シンポジウムでの研究発表能力など、これまでの教育･研修では

身につける機会がない知識を習得するための長期研修を実施する。 
また、研修の 2 年目は、研修所において職員に準じた指導等を行い、指導方法等に

ついての研鑽も行う。なお、現在、研修所の教官は、原則として政令指定都市から派遣

されてきた消防職員であるが、政令指定都市以外にも教育についてのノウハウを開示

することになる。 
 b) 実施する教育･研修内容の概要 
○ 研修期間は 2 年間。1 年目は医学教育等専門教育に特化。2 年目は職員として研

修所に勤務をしながら自己の研修を継続。 
○ 財団教授がマンツーマンで論文作成を指導。成果については学会や全国救急隊員

シンポジウムにて発表。 
○ 外部の大学と連携して、研修終了後に、大学修士クラスの認定を行うことができな

いか、今後検討。 
○ 研修費用については、2 年目の財団職員として勤務することを考慮して検討。 
○ 年間 3 名以内。人口規模にかかわらず、県庁所在都市、中核市など意欲のある消

防本部から幅広く受け入れ。 
c) 実施上の課題 
○ 研修の具体的な内容、検討に要する費用について精査する必要。 
○ 外部の大学との連携について、検討が必要。  
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(4) 各研修に対する評価 
(3) で掲げた各教育･研修について、評価を行うと次のとおりになる。 

 
 それぞれの教育･研修には一長一短はあるものの、いずれも条件が整えば、財団として実

施するにふさわしいものと考える。その中で、本検討会として、あえて順番を付けるとすれば、

現場の救急救命士のニーズが高い①地域ＭＣ協議会の再教育補完し、より高度なものとす

るハイレベル教育については、率先して試行し、問題点を洗い出すべきものと考える。その

際、指導的立場の救急救命士の養成や処置範囲の拡大と組み合わせて②や③を先行して

実施するなど、柔軟に対応することも考えられる。 
また、各消防本部や救急救命士の負担を勘案すると、④救急救命士心肺停止前トレーニ

ングに対するニーズは高く、また、地域ＭＣの格差解消の方策としても効果的と考えられる。

したがって、試行を繰り返し、教育手法の確立・ブラッシュアップを図るべきである。 
 

(5) 平成 25 年度以降の検討の進め方 
財団においては、平成 25 年度で薬剤投与の追加講習が終了することから、平成 26 年度

以降どのような研修を展開していくのかが喫緊の課題であるが、具体的には、次のような方

針で進めるべきである。 
○ 検討しているそれぞれの教育･研修に、各消防本部から派遣する可能性があるかどうか、

所要の調査を実施し、大まかにニーズを把握。 
○ 教育･研修の具体的なカリキュラム等について意見を集約するため、本検討会の下に、

学識経験者、消防本部、複数の財団教授（東京･九州両研修所）等からなるカリキュラム

検討委員会を設置。 
 

現在の施設･人員で
実施可能か

持続的な 実施が可
能か

救急救命士個々
人のニーズ

派遣する消防
本部の理解

高度・専門的
内容

社会的効率性 実現可能性 持続性

①地域ＭＣ協議会の
再教育を補完し、よ
り高度なものとする
ハイレベル教育

◎ △ ○ ◎
九州研修所の前期に
おいて実施可能

 △
どの程度の需要がある

のか不透明

②指導的救命士の養
成

○ △ ○ ◎
九州研修所の前期に
おいて実施可能

 △
各消防本部のニーズ＝

需要が不透明

③処置範囲の拡大に
係る追加講習

○ ○ △ ◎
九州研修所の前期に
おいて実施可能

 △
需要はあると思われる

ものの自前で実施する

可能性も高い

④救急救命士心肺停
止前トレーニング

◎
   ◎

出前講座につい

ては理解が得ら

れやすいか

◎ △

九州研修所の前期に
おいて実施可能
出前講座として実施
可能

 ◎
相対的に低コストで実

施可能

⑤長期研修
△

意欲がある一部
の救急救命士

△
救急に対する理
解が高い本部

◎ △
東京･九州両研修所に
おいて可能

 △
派遣ニーズは不透明で

あるが、小規模のため

持続的な実施は可能

現場のニーズに即しているか
財団として実施することがふさ
わしい教育･研修か

表７. 各教育･研修に対する評価
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○ 各教育･研修ごとの留意点は次のとおり。 
①地域ＭＣ協議会の再教育補完し、より高度なものとするハイレベル教育 

平成 26 年度の試行を目ざし、各消防本部の意見を伺いながら、研修期間、研修カリ

キュラムをより具体化。特に、各消防本部においてどのような条件が整えば、研修に派

遣しやすいかについて新たなアイディアを検討。      
② 指導的立場の救急救命士の養成 

①と同様に平成 26 年度からの試行を目ざし、消防庁の検討と整合性を踏まえつつ、

具体的なカリキュラムの構築を進める。 
③ 処置範囲の拡大に係る追加講習 

厚生労働省の検討結果が明らかになった後、可及的速やかに処置範囲の拡大に係

る教育のニーズ、財団への派遣可能性についてアンケート調査を実施。一定の需要が

見込まれるのであれば、平成 26 年度の実施に向けて、カリキュラム策定や募集事務を

進める。 
④ 救急救命士心肺停止前トレーニング 

教育手法の確立に向け、実施規模や開催地（東京、地方都市）を変えて、年間数回

程度の実験的試行。 
⑤ 長期研修 

教育・研修の具体的カリキュラムの策定とともに、外部の大学との連携の可能性につ

いて、詳細な検討を実施。また、各消防本部における潜在的なニーズについて、ヒアリ

ング等を実施し、その結果を踏まえ、早期の実施が可能かを判断。 
○ 住民の生命を守るためには資格取得後の救急救命士に対する教育･研修が不可欠で

あることから、様々な機会を通じて国や地方公共団体の首長及び消防本部等の関係者

に対して、教育についての積極的な情報発信及び働きかけを実施。また、救急救命士に

対する教育の必要性について、統計を活用した分析・研究を模索。 
 
(6) 新たに実施する教育･研修に係る費用負担の考え方 

財団設立の経緯を振り返れば、救急救命士に係る教育について、本来は都道府県の消

防学校が実施すべきものであるところ、その高度・専門性や社会的効率性の観点から、新

たな教育体制として、全ての都道府県が出捐して財団法人が設立されたものである。 
このような経緯から、毎年度の経費負担については、都道府県の消防学校における都道

府県と市町村の負担の考え方に準じて整理がなされた。すなわち、財団の存立及び施設の

維持に必要な経費については都道府県から負担金を、研修に要する直接経費については

派遣する市町村から研修受講負担金を、それぞれ徴収しているところである。このほか、薬

剤投与の追加講習を実施する際に、各市町村の研修受講負担金の負担の軽減を図るため、

民間団体から助成を受けている。 
今後、新しい研修を実施する場合の費用負担についても、従来の考え方を踏襲し、大規

模な施設改修を伴うことがない限り、新たな研修に要する経費は、市町村からの研修受講

負担金等によりまかなわれるとするのが自然である。したがって、財団において今後新たな

研修が実施されたとしても、都道府県負担金の額に直ちに影響することにはならないものと

考える。   
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３ 今後財団が目指すべき方向性 
本検討会では、今後の財団における教育･研修のあり方について、検討することが第一

の目的でされているが、それに付随して、今後、財団が目指す方向性について、若干触れ

ておきたい。 
財団は、設立以来これまで、全国の消防本部の救急活動に支障が生じないよう、救急救

命士の新規養成に最優先に取り組んできた。この間、財団に積み重ねられた研修のノウハ

ウは、専任教授・教官等の強力なスタッフ及び充実した施設･資機材とともに社会的資産と

してきわめて有力なものである。これらの無形･有形の資産を活用して、今後どのように社会

的に貢献していくかが問われている。本検討会としては、救急救命士の新規養成に加え、

資格取得後の救急救命士に対する生涯教育を実践することにより、救急救命士個々人のレ

ベルアップ、救急の質の充実に貢献していくことが重要であると考えた。 
さらに、消防職員たる救急救命士の生涯教育に関しては、財団が直接教育･研修を提供

するのみならず、全国の消防関係養成機関のセンターとなることを目指すべきである。その

ためには、消防関係養成機関との連携を高めていくことが必要であろう。 
その第一歩として、国家試験の模試の問題の提供や実習（シミュレーション等）の情報を

共有していくことが考えられるので、平成 25 年度においては、実施に向けた検討を行われ

たい。 
そのほか、今後の財団が目指すべき方向性として、例えば 
① 財団で研修を受講した者の研修記録を保存し、各人の教育成果をきめ細かく分析・

提供する生涯教育センター機能の創設 
② 財団で培われた人的ネットワークの醸成への支援 

なども考えられる。今後、財団において、そのあり方を検討する際には、このような構想を踏

まえて行っていただきたい。 
 
 

おわりに～救急救命士の生涯教育を促す社会システムの構築に向けて～ 

住民が安心して暮らすことができる社会には、プレホスピタルケアの充実が不可欠であり、

救急救命士に期待される役割は大きい。そして、救急の質を高いレベルで維持するために

は、現在の教育体制に加えて、資格取得後の救急救命士に対して、何年かに一度は追加

講習を受講するような社会システムを構築することが理想と考えられる。 
今後、財団においては、救急救命士の生涯教育の受皿となるような教育･研修を実施し、

救急救命士の生涯教育の有用性について、首長や各消防本部に積極的にアピールし、社

会全体のコンセンサスを得ていくことが重要である。 
救急救命士の生涯教育の中心的役割を担うべく、財団のたゆまぬ努力を望むとともに、

今後も、救急教育の現場の声を的確に把握し、関係者に積極的に情報発信、働きかけを行

うことを期待するものである。 
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１.

～24 歳 1,422 人 931 人 491 人

25～29 歳 3,118 人 2,838 人 280 人

30～34 歳 3,286 人 3,080 人 206 人 814 人

35～39 歳 6,286 人 5,935 人 351 人 978 人

40～44 歳 4,393 人 3,953 人 440 人 1,125 人

45～49 歳 3,679 人 2,950 人 729 人 1,331 人

50～54 歳 3,399 人 2,210 人 1,189 人 1,403 人

55～60 歳 2,206 人 999 人 1,207 人 1,420 人

50 歳 752 人 558 人 194 人 1,555 人

51 歳 758 人 519 人 239 人 1,662 人

52 歳 709 人 458 人 251 人 1,802 人

53 歳 664 人 403 人 261 人 1,314 人

54 歳 516 人 272 人 244 人 1,664 人

55 歳 543 人 276 人 267 人 1,640 人

56 歳 492 人 230 人 262 人 1,641 人

57 歳 453 人 199 人 254 人 1,506 人

58 歳 377 人 150 人 227 人 1,289 人

59 歳 292 人 124 人 168 人 22,896 人

 60～ 歳 49 人 20 人 29 人 1,499 人

27,789 人 22,896 人 4,893 人

２.

21,737 人 9,187 人 5,122 人 7,428 人

6,052 人 人 人 人

参考資料 １ 

非運用救急
救命士数(C)

合 計

H12（17回・18回）

H13（19回・20回）

H14（21回・22回）

H15（23回・24回）

H16（25回・26回）

H11（15回・16回）

【年齢構成】
救急救命士数

（A）=B+C
運用救急

救命士数(B)

H18（29回）

H19（30回）

H20（31回）

H21（32回）

人

H90（11回・12回）

【資格取得年度】
（国家試験区分）

運用救急
救命士数(D)

H8以前（～10回） 1,752

 救急救命士の年齢構成等

資格取得施設

その他

採 用 後
養 成 数
(E)=F+G

修業年限２年以上の専門学
校等（法第34条第1号に該当）

大学(法第34条第3号に該当)

救急振興財団(F) その他の養
成所(G)東京研修所

 救急救命士(在職者)の養成実績

H22（33回）

【参考】H24（35回）

(1) 採用後養成数及び養成所別内訳

合 計

H17（27回・28回）

H23（34回）

H10（13回・14回）

(2) 有資格者採用数及び資格取得施設別内訳

九州研修所

5,019 904 129

有資格者
採 用 数

（H）

救急救命士が所属する全国の消防本部等

791消防本部及び非常備消防 1町（回答率 100％）

平成24年4月1日現在

都道府県を通じたEメールによる配布及び回収

救 救 士 成 に する べ

調 査 対 象

回 答

調 査 基 準 日

実 施 方 法
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３.

1,737 人 726 人 341 人 670 人

1,800 人 772 人 357 人 671 人

1,135 人 792 人 343 人 -
1,082 人 763 人 319 人 -
987 人 705 人 282 人 -
951 人 694 人 257 人 -
921 人 666 人 255 人 -

４. 直近３年間の有資格者採用数と採用区分

690 人 人 人

770 人 人 人

591 人 人 人

6,268 人 668 人 人 人

6,170 人 670 人 人 人

6,081 人 671 人 人 人

５.

27,789 人 11,905 人 4,484 人 7,421 人 2,425 人 5,044 人 8,415 人

６. 薬剤投与追加講習受講状況と今後の予定

887 人 474 人 413 人 2,425 － 1,463 ＝ 962 人

576 人 383 人 193 人

1,463 人 857 人 606 人

 救急救命士新規養成計画等

年度

 新規養成数

（Ｉ）=Ｊ+Ｋ+Ｌ

救 急 振 興 財

団派遣 （Ｊ）

その他の養

成所派遣（K）

有資格者

採用 （L）

２３年度（実績）

２４年度

２５年度

２６年度

２７年度

２８年度

２９年度

採用年度
新規採用
職員数

（M）

うち救急救
命士取得者
 （N）＝O+P

救急救命士の資格を有する
ことを条件に通常の採用と
は別枠を設けて採用  （O）

救急救命士の資格に着目し
た採用区分・特別枠は設け
ていない （Ｐ）

１９年度 183 507
２０年度 213 557

今 後 資 格 取
得を予定（Ｕ）

２１年度 150 441
２２年度 195 473

薬剤投与追加
講習を修了（認
定救命士）（Ｒ）

取 得 予 定 が
無い者 （Ｖ）

２３年度 227 443
２４年度 236 435

２４年度

２５年度

合 計

第 30 回 ～ 34
回 国 家 試 験
合格者 （Ｗ）

救 急 振 興 財
団派遣 （Ｓ）

そ の 他 の 養
成所派遣（Ｔ）

年度
受講人数
（X）=Y+Z

そ の 他 の 養
成所派遣（Z）

救 急 振 興 財
団派遣 （Y）

 薬剤投与認定救命士の現状

救急救命士数
（Q）=R+U+V+W

平成26年度以降の追加講習対象者
(（U)－（X)の合計数）
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Ⅰ．救急救命士制度の目的と救急救命士が行う医療確保の変遷 
 
 わが国の救急医療体制は、昭和 52 年度より傷病者受け入れ側である医療機関

の体制について計画的に進められてきた。一方で搬送途上の傷病者に対する医

療確保については必ずしも十分とは言えなかった。そこで、搬送途上における

医療の充実を図ることを目的に、平成 3 年に救急救命士制度が制定された。 
 制度制定以来約 20 年が経過し、この間、社会の疾病構造、医療機関における

超急性期医療の技術が変わるなかで、救急救命士が病院前で担う役割は、制度

発足当時に主としていた「心肺機能停止に陥った傷病者に対する気道の確保、

心拍の回復」は今や当然のものとなり、あらためて「傷病者の病態に応じた医

療機関選定」の概念が再認識されるとともに、アレルギーの既往を持つ傷病者

へのエピペンの使用等「病態に応じた薬剤投与」にまで広がりつつある。   
 

Ⅱ．救急救命士の教育 
 
 医療関連行為は、医学的知識及び技能を前提にしなければ人体に危害を及ぼ

すおそれがあることから、医師をはじめとして医療関係職種はすべて国家資格

で規定されている。その上で、医療関係職種にとって国家資格取得はスタート

ラインにすぎず、資格取得後の直接経験こそが現実的な対応能力を養っていく

ことは、誰もが了解しているところであろう。実際、医療関係職種においては

従来より、資格取得後は当該者を適切な医療機関（医学的環境）に留め置き、

先輩からの指導（人的資源）を施すことで人材育成を図ってきた。この取り組

みは医科において 2004 年から、歯科では 2006 年から法制化（医師法第 16 条

の２、歯科医師法第 16 条の２）された。法制化には至っていない医療関係職種

においても、この方法は普遍的である。 
救急救命士の資格取得後の研修については未だ法制化されていないものの、

消防庁救急救助課長通知「救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就

業前教育の実施要領について」（平成 6 年 4 月 1 日発出）に基づいて、就業前に

160 時間以上（概ね１ヶ月）の病院実習を行っている。さらに就業後は２年毎に

128 時間以上の再研修（うち 48 時間相当の病院実習を含む）を実施する制度が

設けられている。  
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Ⅲ．救急救命士の観察能力 － 現状と経年変化 － 

 
 救急救命士の現場観察能力を把握するために、救急救命九州研修所で薬剤講

習受講した全国の救急救命士 410 名を対象に、入校時に調査を行った。  
 搬送選定能力として「病院前救護の必須疾患」（平成 20 年：救急救命士の再

教育）に挙げられている「急性冠症候群」の典型的観察シナリオを作成し、シ

ミュレーターで病態を再現し、手技の正確さ、把握の成否、について調べた（表

１）。なお、手技の正確さとは操法的な統一基準ではなく、病態把握が可能であ

るために必要なレベルとした。結果は、橈骨動脈の触知、聴診といった根本的

な手技が正確であったものは全体の約 7 割であった。心拍出量が相当に減少し

ていることを疑わせる「脈が速い（脈拍 130 ／分）」を把握できたのは全体の

約 5 割にすぎず、さらに、胸部の湿性ラ音を把握できた者、心電図のＳＴ変化

を把握できた者は共に約３割、4 割であった。これまでの救急活動を通じて、頸

静脈の怒張、ピンクの泡沫状痰を「見たことがある」と認識している者は約２

割であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 知識には文字によって伝えられる「宣言的知識」と、作業を行う方法に関す

る「手続き的知識」があるが、救急救命士には「手続き的知識」が乏しいと考

えられる。 
 
 
 

表１ 病院前救護における急性冠症候群の観察シナリオと把握能力 

シナリオ 観察項目 把握能力

 橈骨動脈を触れたところ、  正しく橈骨動脈を触れることができたたのは 71％

 脈は弱く、速い。  正しく把握できたのは、それぞれ 45％、53％

 頸静脈は怒張していた。  頸静脈の怒張を「見たことがある」のは 20％

 胸部聴診では、  聴診位置が正しくできたのは 73％

 吸気に湿性ラ音が聴取された。  湿性ラ音を把握できたのは 29％

 咳きこみ、ピンクの泡沫状の痰がでた。  ピンクの泡沫状痰を「見たことがある」のは 20％

 心電図でＳＴ変化が見られた。  心電図でＳＴ変化を把握できたのは 40％
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 また、資格取得後の「手続き的知識」の経年変化を確認するために、九州研

修所出身の救急救命士を資格取得後の年数毎に分け、頸動脈触知手技、下顎挙

上手技、BVM による換気手技、静脈路確保手技の正確さについて調べた（図１）。 
結果は、救急救命士資格取得後の年数と手技の正確さには負の相関がみられた。

救急救命士の「手続き的知識」（技能）は資格取得後は維持されず、逆に低下す

ることが分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 救急救命士の手技正確さの経年変化 
竹中ゆかり 郡山一明： 
日本臨床救急医学会雑誌 Vol.14 No.4.2011. 483-6 
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Ⅳ．問題点はどこか？ 

 
 医療関係職種が教育過程、資格取得後能力の熟達化体系は図２のようにまと

めることができるだろう。資格取得前の育課程においては、①知識のレベル、

②知識を技術によって表現するレベル（近年行われるようになった OSCE に相

当）に至るまでが実施され、これらについて国家試験によって一定のレベルが

維持される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図２ 医療関係職種の教育課程、資格取得後の熟達過程 
 
③知識の統括運用が活用できるレベル、④多様性に対応できるレベルには、

国家試験までに学んだ個々の医学知識と技術を状況に応じて組み合わせること

が必要である。医師、看護師等ではいわゆる認知的徒弟制度が構築されており、

このことは資格取得後に、先輩の指導のもとに実際の患者対応を通じて行われ

る。あわせて資格取得時には未熟であった観察能力・技術（手続き的知識）も

先輩によって常時、指摘・修正され、安定的に維持されることとなる。いわゆ

る熟達教育体制が構築されているのである（表２）。 
一方、救急救命士にはこのような体制はなく（表２）、資格取得後の就業前実

習を終えると直ちに救急車に乗車し、患者対応を図ることとなる。すなわち、

救急救命士には、「③知識の統括運用ができるレベル」に達するような熟達教育

見る・聞く・読む試 す

感じる

考

工

座 学

実 習

知 のレベル

② できるレベル

の が
で レベル

多 対 で るレベル

ケースカンファ

後検

教育課程

資格取得後
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体制が構造的に存在せず、未熟な技術が修正・安定維持される機会もない。こ

れまでのところ、「知識の統括運用の熟達度」については定量化する方法がない

ため数値化できないが、「手続き的知識」である技術については、事実、頸動脈

触知をはじめとする根本的技術についてさえが資格取得後は劣化している。 
救急救命士の能力が熟達化しない原因のひとつが、資格取得後の教育にある

と考えることには正当性がある。 
 
 表２ 医師、看護師と救急救命士の資格取得後の技能獲得 
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Ⅴ．地域 MC による再教育の限界 

 
救急救命士の再教育は救急救命士が所属する地域ＭＣにおいて実施される制

度となっている。では、そのような再教育制度のもとで学んだ救急救命士は、

病院前救護で対応すべき疾患について、どの程度の経験があると認識している

だろうか？。薬剤投与講習に九州研修所を訪れた、既に救急救命士として日常

的に活動している全国の救急救命士 400 名を対象に調査を行った。結果を図３

に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図３ 救急救命士が日常活動で経験したと実感している病態 
 
 急性冠症候群、脳卒中等、社会の高齢化と共に今後更に増加し、かつ超急性

期の治療で予後が改善されることが期待される疾患でさえも、80％以下の経験

（認識）率にすぎない。経験が 100％に至るように、地域において再教育を進め

て行くことを期待したものが平成20年度に総務省消防庁から示された再教育制

度である。 
一方で、地域で教育を中心的に担うであろう医療機関には教育リソースは十

分あるのであろうか？。そこで、病院実習を行う新規養成課程中の研修生を対

象に病院実習中に経験することができた症例を調査したものが表３である。 
 

0 20 40 60 80 100

分娩

小児の急性疾患

溺水

低体温

外傷

アナフィラキシー

急性腹症

重症喘息

脳卒中

急性冠症候群

（％）K ・ Kohriyama

26



表３ 救急救命士新規養成課程中の病院実習で研修生 200 名が経験した病態数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

血圧低下 88
末梢循環不全 81
頸静脈怒張 53
胸部聴診ラ音 61

ピンクの泡沫状痰 21
心筋障害 ＳＴ異常 109

心室性不整脈 85
上室性不整脈 48

房室ブロックⅠ度 15
房室ブロックⅡ度 12
房室ブロックⅢ度 19

顔面神経麻痺 末梢性との区別 20
テント上病変 37
テント下病変 8
視床病変 25

運動麻痺 83
言語障害 67
瞳孔不同 49
激しい頭痛 34
激しい嘔吐 43

髄膜刺激症状 6
呼気延長 46
呼気のラ音 35

無気肺 11
気胸 25
反跳痛 18
板状硬 29

腸雑音消失 9
嗄声 2

吸気延長 0
粘膜部腫脹 0

気管支狭窄 2
循環虚脱 1
蕁麻疹 6

低体温 58
溺水 11

電撃・熱傷 41
中毒 58

小児科救急 76
痙攣 58

11
*分娩 8

主要臓器損傷 23
皮下気腫 11

中枢神経損傷 15
心タンポナーデ 7
緊張性気胸 患側鼓音 5

脊髄損傷 24

産婦人科救急

多発外傷

閉塞性ショック

肺胞呼吸音の低下

急性腹症 腹膜刺激症状

アナフィラキシー

浮腫
上気道閉塞

脳卒中

巣症状
共同偏視

脳圧亢進症状

重症喘息

気管支狭窄 呼出障害

肺胞流入不全

疾患 必須他覚所見 経験数

急性冠症候群

心不全

低心拍出

鬱血

心電図異常
伝導障害
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最も多く経験した心電図でのＳＴ変化でも 50％に過ぎず、殆どは 30％に満た

ず経験できていない病態すらある。少なくとも病院実習で経験を積むことは効

率的ではない。 
また、ＭＣを担当する医師が、日常の多忙極まる状況の中で、これらの病態

症例を意識的に集めて救急救命士再教育用の教育媒体を作成することは時間的

余裕は殆どないと考えられる。さらに、救急救命士の新規養成・薬剤講習に当

たってきた我々の経験では、救急救命士の医学的観察能力や技術を教育するた

めには、これまでの医療関係職種とは全く異なる独自のカリキュラムとノウハ

ウ、それを実行する時間とマンパワー、シミュレーター等の資機材が必要であ

ると感じており、それらは地域には存在しないものである。 
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Ⅵ．再教育の場としての研修所  － 救急救命士の実感 － 

 
我々は薬剤講習を質が高く実効性のあるものにするために、薬剤講習をアド

レナリンの薬理効果や投与方法を講義・実習するだけに留めず、「救急救命士の

再教育の場」と位置付けてカリキュラムを構築・実行してきた。その結果、例

えば、基本技能である静脈路確保までに要する時間（準備から確保、確認終了

まで）は入校時 168±18 秒であったものが卒業時には 126±27 秒と当初の 75％
まで改善された。また、観察や判断能力については、入校時の状況から著しく

改善され、「手続き的知識」を問う総合シミュレーションの本試験においても

70％以上の研修生が合格できるようになった（図４）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図４ 薬剤講習生の総合シミュレーション結果（Ｃ以上が合格である） 
 
この講習に対する救急救命士の実感を探るために、薬剤講習を受講した全国

の救急救命士 500 名を対象に、講習終了半年後に「病院前救護活動を実施する

ための、九州研修所で実施したような再研修の有効性」についてアンケート調

査を行った。結果は約 8 割が「有効で数年に 1 度、定期的に必要」と答え、「有

効で資格取得後に１度は必要」を加えると 9 割以上に上った。また、回答に資

格取得後の年数は関係なく、この意見は普遍的であると考えられた（図５）。 
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図５ 救急救命九州研修所における薬剤講習に対する感想 
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Ⅶ．研修所における再教育の考え方 
 
１ 構  
 現代の航空機（とりわけ旅客機）の整備は複数のチームの協働によって成立

している。このため、航空整備士の質は個人的な技術に加えて他のチームやメ

ンバーとの相互作用能力が関与する。また、厳格にマニュアルに従う能力と、

マニュアルを超えるような状況に対しても目的に従いながら臨機応変に対応す

る能力が必要とされる。このような能力が望まれる航空整備士を対象としたト

レーニングプログラム設計に当たり、航空業界ではシステム・アプローチが成

されたが、そこで用いられたものに SHELL モデルがある。SHELL モデルは、

私達がどのようにヒューマン・ファクターをひとつのシステムとして見るべき

かを定義したものである。 
 病院前救護活動も航空整備士の活動と同様に、複数のチームの協働によって

成される医療提供体制の一環である。したがって、そのトレーニングプログラ

ムを構成するに当たり SHELL モデルは大いに参考になる。図５に救急救命士

を中心において考えた SHELL モデルを示す（図６）。これを研修所における救

急救命士の再教育研修の構造とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図６ 救急救命士の教育における SHELL モデル（郡山） 

構造 ： SHELL モデル :  Hawkins 1993,  Robertson 1998  を応用

S ソフトウェア

観察の順位付け

処置の順位付け

H ハードウェア

観察手技

処置手技

E 環境

生涯学習

MC 体制構築

L ライブウェア
（チーム）

チームワーク

コミュニケーション

L ライブウェア
（救急救命士）

病態の知識

感染制御の知識
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ガ ドラ ン 
 
A.「宣言的知識」から「手続き的知識」への変更と提供 
 
１．臨床例を全国から集積 
２．教育媒体化 
  ・視覚化 
  ・シミュレーターへのプログラム化 
 
B. 地域における再教育を補完 
 
１．時間と共に衰えるものを再研修（経験としてあったものを補う） 
（１）処置手技 
（２）観察手技 
（３）病態の知識 
 
２．多様性に対応できるように考え方を発展（経験しているものを強化） 
（１）観察の順位付け 
（２）処置の順位付け 
 
３．概念はあるが、実効性が弱い部分を改善（意味づけ） 
（１）生涯学習 
（２）救急救命士側からの MC 体制構築 
（３）感染制御の具体的方法（器具消毒、再使用等） 
 
４．暗黙知である部分の形式知化 
（１）救急救命士の社会的役割 
（２）チームワーク 
（３）コミュニケーション 
 
５．全国に周知されるべき技術普及：効率性 
（１）処置拡大 
（２）心肺蘇生ガイドライン等、 
 
C. 広域災害における医療対応等、国が担当する技能向上 
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研 目 出 

 

○ 救急活動 

  座学 

（１）救急救命士の社会的役割 

（２）自活動の記録（救急活動記録表を含む） 

（３）自活動の検証 

 

○ 技術分野 

 座学 ＋ 実習 

（１）心肺脳蘇生法 

 ア 基本技術 

 イ 最新のガイドラインで採用されている理論 

 ウ 理論に基づいたマネージメント 

（２）静脈路確保手技 

（３）アドレナリン投与手技（エピペンを含む） 

（４）器具を用いた気道確保手技 

（５）分娩介助 

（６）外傷対応：胸郭動揺の固定、三辺固定等 

 

○ 病態分野 

 実例提示に基づく座学 ＋ ケースカンファ ＋ シミュレーション 

（１）虚血性心疾患 

（２）脳卒中 

（３）重症喘息 

（４）外傷 

（５）産婦人科 

（６）小児科 

（７）アナフィラキシー 

 

○ チーム連携を伴う救急活動 

 机上訓練 

（１）救助活動を伴う救急活動 

（２）大規模災害 

 

これらをふまえたカリキュラム案を付属資料１に添付する。 
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４ 今 決  

（１）再研修の必要性についての現場の声 

 ア 救急救命士個人 

 既に数回にわたりアンケート調査を実施した。その一部をⅥ．で全体の傾向

を示した。個別意見を付属資料２として添付する。これらのデータを有効活用

することで十分に対応できると考える。 

 イ 全国メディカルコントロール協議会連絡会 

 救急救命士活動の運用、並びに再教育については地域メディカルコントロー

ル協議会によって実施されていることから、その意見を反映させる必要がある。 

全国メディカルコントロール協議会連絡会等を通じて意見聴取を図ることが必

要と考える。 

 ウ 消防署 

 仮に救急救命研修所で集合再教育を行うとなれば、予算整備、人員配置が必

要となることが、全国消防長会等を通じて意見聴取を図ることが必要と考える。 

  

（２）再研修項目の妥当性について 

 ガイドラインで示したとおり、地域における再教育を補完するものであるか

ら、全国メディカルコントロール協議会連絡会と十分な意見交換が必要であろ

う。 

 全国メディカルコントロール協議会連絡会と救急救命研修所の両者からなる 

再教育委員会を設置し、検討する方法などが考えられる。 

 

（３）再教育の施策との整合性について 

 ア 地域で実施されている再教育との関係 

 現在それぞれの地域において実施されている再教育を包括することが、有効

性、効率性、実効性いずれの観点からも有用である。現在、地域における再研

修では 128時間／２年間のうち 48時間相当が病院実習に当てられているので、

本研修が、これらの病院実習を除いた 80時間／２年間に相当するような体制変

更について厚生労働省・総務省消防庁と検討する必要があろう。 

 

（４）「救急業務のあり方に関する検討会」との整合性について 

 総務省消防庁において上記の検討会が開催されている。当該検討会の作業部

会として「救急救命士の教育のあり方検討班（班長：山口芳裕杏林大学教授）

がある。班においては、①救急救命士の再教育、②指導的立場の救急救命士、

について検討されつつあり、この議論の中に本報告を組み込む必要がある。 
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5
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4
5

2
0
0
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                             付属資料２ 

 

 

 

薬剤投与追加講習生に対するアンケ－ト結果 
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問 １ 現在の勤務形態ついて

① 専任救急隊 186
② 兼任救急隊 321
③ 救急隊以外 10

問 ２ 救急救命士資格取得後の年数

① 5年未満 5
② 5年～10年 382
③ 10年～15年 119
④ 15年以上 11

問 ３ 所属する消防本部の管轄人口

① 10万人未満 184
② 10万人～30万人 206
③ 30万人～50万人 69
④ 50万人～100万人 35
⑤ 100万人以上 22
⑥ 未回答 1

問 ４ 所属する消防本部の年間救急出動件数

① 5,000件未満 229
② 5,000件～10,000件 145
③ 10,000件～30,000件 102
④ 30,000件～50,000件 15
⑤ 50,000件以上 25
⑥ 未回答 1

問 ５ あなたは、どのような自己研鑽を行っていますか（複数回答可）

① 医学等の自習・勉強会 346
② 学会での発表や聴講 305
③ 個別・隊での観察処置訓練 324
④ 基本手技（CPCR・特定行為等） 257
⑤ その他 46

・JPTEC、ITLS、BLS、PSLS
・搬送後の院内での処置手伝い
・消防と別分野の講習会等に参加
・県、市の救急ネットワークに参加
・本部内での救急事例研修会（年3回程度）

問 ６ 救急救命士資格取得後、自己学習や訓練を1ヶ月間の実施時間

① 3時間以下 102
② 3時間～5時間 174
③ 5時間～7時間 133
④ 7時間～10時間 68
⑤ 10時間以上 40
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【救急救命士の生涯教育に関するアンケート結果（５１７名）】
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問 ７ 所属する隊における自己研鑽の環境について

① 先輩が後輩に教えている 364
② 先輩が後輩に教えていない 80
③ 資器材やソフトがある 47
④ 資器材やソフトがない 21
⑤ マークミス 3

問 ８ 地域及び消防本部における自己研鑽の環境について

① 消防本部の理解及び地域MCの受け皿の両方がある 330
② 消防本部の理解はあるが、地域MCの受け皿がない 43
③ 地域MCの受け皿はあるが、消防本部の理解がない 98
④ 地域MCの受け皿及び消防本部の理解の両方ない 46

問 ９ あなたの所属する地域MCでは2年間で128時間の再教育を満たしてますか

① 満たしている 382
② 満たしていない 133
③ 未回答 2

問１０ 地域MCでの再教育で時間数を満たさないものは（問９関連）

① 病院実習（48時間）が足りない 27
② 日常的教育（80時間）が足りない 68
③ 両方の時間数が足りない 35
④ 再教育そのものを行っていない 8
④ 未回答 1

問１１ あなたは、再教育の内容及び時間を達成していますか

① 達成している 371
② 達成していない 144
③ 未回答 2
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問１２ 再教育の病院実習を行っていますか

① 行っている 490
② 行っていない 26
③ 未回答 1

問１３ 病院実習は「病院実習の手引き」に基づいて行っていますか

① 基づいている 425
② 基づいていない 90
③ 未回答 2

問１４ 病院実習で大半を占める内容は（問１２関連）

① 見学 90
② 簡単な処置及びナーシングケア 169
③ 講義及びシミュレーターでの訓練 1
④ 救急救命処置に該当する処置 41
⑤ 見学から処置まで幅広く 188
⑥ マークミス 9

問１５ 病院実習において実習指導医師はいますか、また、役割を果たしてますか（問１２関連）

① いる・常に指導に当たっている 93
② いる・通常はナースや研修医にまかせているが、 178

評価はしてくれている
③ いる・形式上はいるが、指導は受けていない 161
④ いない 45
⑤ その他 14
⑥ 未回答 5

・各病院により①～③までまちまち

問１６ 再教育の病院実習は就業前及び養成課程中の実習と内容を変えて行っていますか（問１２関連）

① 全く異なる 28
② 少し異なる 186
③ ほとんど同じ 277
④ マークミス 2

問１７ 医師や看護師は再教育と養成課程等との違いを理解していると思いますか（問１２関連）

① 理解している 68
② どちらかといえば理解している 165
③ どちらかというと理解していない 179
④ 理解していない 81
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問１８ 症例検討会を行っていますか

① 行っている 480
② 行っていない 37

問１９ 実践技能教育コース（個別手技の確認、JPTECなど）を行っていますか

① 行っている 380
② 行っていない 137

問２０ 集中講義を行っていますか

① 行っている 167
② 行っていない 349
③ 未回答 1

問２１ シナリオトレーニング（想定訓練）を行っていますか

① 行っている 267
② 行っていない 244
③ マークミス 6

問２２ 再教育プログラムと自己の学習ニーズは合致していますか

① 合致している 15
② だいたい合致している 236
③ どちらかといえば合致していない 215
④ 合致していない 49
⑤ マークミス 2

問２３ 再教育項目について学習するにあたり、どのような方法が有効と考えられますか（複数回答可）

① 自己学習 56
② 症例検討会方式 232
③ 医師による講義 275
④ 想定訓練 151
⑤ その他 9
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問２４ 地域MCで行っている再教育以外で、薬剤投与追加講習のような全国統一内容の研修は
必要だと思いますか

① 必要と思う 469
② 必要と思わない 47
③ マークミス 1

問２５ 問２４のような研修があれば、受講したいと思いますか

① 受講したい 294
② どちらかといえば受講したい 171
③ どちらかといえば受講したくない 33
④ 受講したくない 6
⑤ 未回答 13
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① 基本手技(気管挿管・薬剤投与・静脈路確保・器具を用いた気道確保手技) 116

② BLS 35

③ 観察要領（OSCE含む） 29

④ 心電図 25

⑤ 新規養成の再復習（短期間ですべて） 10

⑥ その他 15

・最新ガイドライン 6

・医学的知識（解剖生理、病態生理） 6

・小児・妊婦・産婦人科対応 4

・総合シミュレーション 4

・現場活動要領、病院連絡要領 3

・災害に対するプランニング（多数傷病者に対する訓練等） 3

・最新医学知識 2

・救急関係法規（法改正等） 1

・呼吸介助手技 1

・呼吸音 1

・バイタルの取り方 1

・消毒・除染・滅菌要領 1

・医療廃棄物の取扱い要領 1

・国のプロトコール 1

・現場での訓練方法 1

アンケ （ ４

■今後、救急救命士として活動していくうえで、数年後に再び学び直したい項目があれば教えて下さい。
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参考資料 ３    
 

 

 

 

 

 

救急救命士 心肺停止前（特定行為前）トレーニング 

Paramedic Orbital Training（POT） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
救急救命東京研修所 教授  

南 浩一郎  尾方 純一  横山 徹 
   

 

45



 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１. 平成 18 年版 消防白書より. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２. 平成 22 年救急・救助の概要より. 
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参加した救急救命士の意見 
 
l 今年度実施しましたが、さらなる観察トレーニングを導入したい 
l 当局としても処置拡大に対して教育を行っていくうえで、シナリオを考えていく必要が

ある。（ＭＣ主体ではなく救命士主導でのシナリオが良いと思います） 
l 非常に楽しく学ぶことができました。今後の教育に活かしたい。 
l ベースのある救命士（薬剤）には効果は高いと思う。ベースのない救命士や養成教育中

の者への教育には課題あり。 
l 適応か適応でないか、ショックでルートを取りにいけるかどうか勉強できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まとめ 
 
 POTは、心肺機能停止前の傷病者に焦点を絞り、より高度な判断が要求される応急処置 、

および医療行為に根拠を与えるための理学所見と医学知識を学習する機会を提供する。SUN 
Meeting for EMSのアンケート結果によれば、POTの費用対効果・時間帯効果は共に優れて
いた。POTs によって、質の高い、継続的な救急救命士教育を提供することができる。オープ
ンソース化した教材の利用によって、救急救命士教育の地域間格差の是正と均質化を図るこ
とができるだろう。この新たなスキャホールディングから、今後 20年の救急救命士制度に方
向性が与えられる。 
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語句 
 
スキャホールディング、Scaffolding、足がかり・足場作り 

 
教育用語。より有能な他者が、学習の目的と質を方向づける過程をいう。ウッドら（Wood et al. 1976）
は、その機能を次のようにまとめている。 
 
① 課題への興味を喚起する。  
② 課題を適度にやさしくする。  
③ 課題の達成過程を維持する。  
④ 行った行為と、良い解決法との違いを明確化する。 
⑤ 問題解決過程のフラストレーションをコントロールする。  
⑥ 期待される良い行動（良い解決方法）のモデルを提示する。  

 
 
Paramedic Orbital Training（POT）の意味 

 
Orbital には「軌道に乗せる」「周回軌道」の意味がある。POT には、救急救命士制度を成長過程の軌道に
乗せる、周回軌道として継続的に教育する、というふたつの意味が込められている。 
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